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株 主 優 待 制 度 導 入 に 関 す る お 知 ら せ 
 
中国銀行（岡山市北区丸の内一丁目１５番２０号  頭取 宮長 雅人)では、平成２７年１１月９日の取締役会において、

株主優待制度の導入を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１． 株主優待制度導入の目的 

株主の皆さまの日頃からのご支援に感謝するとともに、当行株式への魅力を高め、より多くの株主の皆さまに少し

でも多く、少しでも長く当行株式を保有していただくことを目的に株主優待制度を導入いたします。 

２． 株主優待の対象となる株主さま 

毎年３月３１日現在の株主名簿に記録された５００株（５単元）以上の株式を保有している株主さまのうち、継続

して１年以上保有（※）している株主さまを対象といたします。 

  ※「継続して１年以上保有」とは、基準日（３月３１日）の株主名簿に記録され、毎年３月３１日および９月３０日 

現在の株主名簿に同一株主番号で連続して３回以上記録された株主さまといたします。 

   なお、継続保有期間の算出は、初回基準となる平成２８年３月３１日より開始いたしますが、導入時の特典として、 

平成２８年３月３１日現在の株主名簿に記録された５００株（５単元）以上を保有する株主さまには、保有期間に 

かかわらず、株主優待を実施し、「継続して１年以上保有」の条件は、平成２９年３月３１日の株主名簿に記録さ 

れた株主さまより、適用を開始いたします。 

３． 株主優待の内容 

特産品または寄付金のいずれかひとつをお選びいただくことができます。 

  ① 特産品：岡山県の特産品を掲載したカタログから、ご希望の商品を一つ贈呈いたします。 

保有株数 500株以上 5,000株未満 5,000株以上 

優待商品 5,000円相当の商品 10,000円相当の商品 

  ② 寄付金：ご賛同をいただいた株主さまからの寄付金を当行がまとめて社会貢献団体へ寄付を行います。 

保有株数 500株以上 5,000株未満 5,000株以上 

寄付金額 5,000円 10,000円 

   （注）領収証の発行は、いたしかねます。 

 



４．株主優待制度の開始時期 

  平成２８年３月３１日の株主名簿に記録された当行株式５００株（５単元）以上保有の株主さまを対象に開始させて

いただきます。 

以上 
  

本件に関するお問い合わせ先（ＴＥＬ ０８６－２２３－３１１１） 

 広報ＣＳＲセンター 大家（内線１９１０）・山本（内線１７０２） 


